
鳥取県農業改良資金貸付規則等の一部を改正する規則をここに公布する。

平成19年３月27日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県規則第25号

鳥取県農業改良資金貸付規則等の一部を改正する規則

（鳥取県農業改良資金貸付規則の一部改正）

第１条 鳥取県農業改良資金貸付規則（平成14年鳥取県規則第96号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中条及び号の細目の表示に下線が引かれた条及び号の細目（以下この条において「移動

条等」という。）に対応する同表の改正後の欄中条及び号の細目の表示に下線が引かれた条及び号の細目（以

下この条において「移動後条等」という。）が存在する場合には、当該移動条等を当該移動後条等とし、移動

条等に対応する移動後条等が存在しない場合には、当該移動条等（以下この条において「削除条等」という。）

を削り、移動後条等に対応する移動条等が存在しない場合には、当該移動後条等（以下この条において「追加

条等」という。）を加える。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条及び号の細目の表示並びに削除条等を除く。以下この条にお

いて「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（条及び号の細目の表示並び

に追加条等を除く。以下この条において「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該

改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分

に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

改 正 後 改 正 前

目次 目次

第１章 総則（第１条―第４条） 第１章 総則（第１条―第３条）

第２章 貸付金（第５条―第26条） 第２章 農業者等貸付金（第４条―第24条）

第３章 融資機関貸付金（第25条―第39条）

第３章 雑則（第27条） 第４章 雑則（第40条）

附則 附則

（目的） （目的）

第１条 この規則は、農業者が農業経営の改善を目的 第１条 この規則は、農業者が農業経営の改善を目的

として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加 として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加

工の事業の経営を開始し、又は農畜産物若しくはそ 工の事業の経営を開始し、又は農畜産物若しくはそ

の加工品の新たな生産若しくは販売の方法を導入す の加工品の新たな生産若しくは販売の方法を導入す

ることを支援するため、農業者等に対する農業改良 ることを支援するため、県が農業者等に対して農業

資金の貸付けを行う融資機関に対して当該貸付けに 改良資金を貸し付け、又は農業改良資金の貸付けを

必要な資金を貸し付け、もって農業経営の安定と農 行う融資機関に対して当該貸付けに必要な資金を貸

業生産力の増強に資することを目的とする。 し付け、もって農業経営の安定と農業生産力の増強

に資することを目的とする。

（定義） （定義）

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の 第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の

意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 意義は、当該各号に定めるところによる。



(１) 農業者等 農業者又は農業者の組織する団体 (１) 農業者等 農業者又は農業者の組織する団体

で次のいずれかに該当するものをいう。 で次のいずれかに該当するものをいう。

ア及びイ 略 ア及びイ 略

ウ ア及びイに掲げる者以外の農業者であって、 ウ ア及びイに掲げる者以外の農業者であって、

鳥取県農業改良資金事務取扱要領（以下「要領」 知事が別に定める要件を満たすもの

という。）で定める要件を満たすもの

エ 法人格を有しない団体であって、原則として

５年以内に農地法（昭和27年法律第229号）第

２条第７項に規定する農業生産法人に組織変更

する旨の目標を有することその他要領で定める

要件を満たすもの（以下「集落営農組織」とい

う。）

オ 集落営農組織以外の法人格を有しない団体で エ 法人格を有しない団体であって、アからウま

あって、アからウまでに掲げる者が構成員の過 でに掲げる者が構成員の過半数であることその

半数であることその他要領で定める要件を満た 他知事が別に定める要件を満たすもの

すもの

カ 略 オ 略

(２)及び(３) 略 (２)及び(３) 略

（貸付資格の認定の申請） （貸付資格の認定の申請）

第３条 融資機関から農業改良資金の貸付けを受けよ 第３条 県又は融資機関から農業改良資金の貸付けを

うとする者は、法第２条に規定する農業改良措置（以 受けようとする者は、法第２条に規定する農業改良

下「農業改良措置」という。）に関する計画を作成 措置（以下「農業改良措置」という。）に関する計

し、当該貸付けを受けることが適当である旨の知事 画を作成し、当該貸付けを受けることが適当である

（鳥取県事務処理権限規則（平成８年鳥取県規則第 旨の知事の認定を受けなければならない。

32号。以下「権限規則」という。）第６条第１項の

規定により知事の権限に属する事務が委任されてい

る場合にあっては、当該委任を受けた鳥取県行政組

織条例（平成６年鳥取県条例第５号）第13条第２項

に規定する農林水産部長又は鳥取県行政組織規則

（昭和39年鳥取県規則第13号）第６条の規定により

設置された経営支援課の長。以下同じ。）の認定を

受けなければならない。

２ 前項の計画（以下「農業改良措置計画」という。） ２ 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなけれ

には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 ばならない。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

３ 第１項の認定を受けようとする者（以下「申請者」 ３ 第１項の認定を受けようとする者は、個人にあっ

という。）は、個人にあっては氏名及び住所、法人 ては氏名及び住所、法人その他の団体にあっては名

その他の団体にあっては名称、主たる事務所の所在 称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載

地及び代表者の氏名を記載した申請書に農業改良措 した申請書に同項の計画その他知事が必要と認める

置計画その他知事が必要と認める書類を添付して知 書類を添付して知事に提出しなければならない。

事に提出しなければならない。

（貸付資格の認定）

第４条 知事は、前条第３項の規定による申請書の提



出を受けたときは、当該申請に係る農業改良措置の

内容が要領で定める要件に該当するとともに、その

申請者（団体の場合には、その団体を構成する農業

者）が当該申請に係る農業改良資金をもって当該農

業改良措置を実施することによりその経営を改善す

る見込みがあり、かつ、当該申請に係る地域におい

ては当該農業改良措置を実施することが必要である

と認められる場合に限り、同条第１項の認定を行う

ものとする。

第２章 貸付金 第２章 農業者等貸付金

（貸付け） （貸付け）

第５条 県は、予算の範囲内において、別表の左欄に 第４条 県は、予算の範囲内において、別表の左欄に

掲げる農業改良資金をそれぞれ同表の右欄に定める 掲げる農業改良資金を、それぞれ同表の右欄に定め

者に貸し付ける融資機関に対し、当該貸付けに必要 る者に貸し付けるものとする。

な資金を貸し付けるものとする。

２ 県は、前項に規定する場合のほか、予算の範囲内 ２ 県は、前項に規定する場合のほか、予算の範囲内

において、他の農業者から要領で定める要件に該当 において、他の農業者から知事が別に定める要件に

する農作業を受託した認定農業者その他要領で定め 該当する農作業を受託した認定農業者その他知事が

る者（以下「農作業受託者」という。）に、当該農 別に定める者（以下「農作業受託者」という。）に、

作業の受託により必要となる資金（農業改良措置の 当該農作業の受託により必要となる資金（農業改良

導入に係る経費で、要領で定めるものに限る。以下 措置の導入に係る経費で、知事が別に定めるものに

「受託農作業経費」という。）を貸し付ける融資機 限る。）を貸し付けるものとする。

関に対し、当該貸付けに必要な資金を貸し付けるも

のとする。

（農業者等貸付金の限度額等） （限度額等）

第６条 前条の規定により融資機関が農業者等に貸し 第５条 前条の規定により貸し付けられる農業改良資

付ける農業改良資金（以下「農業者等貸付金」とい 金（以下この章において「農業者等貸付金」という。）

う。）の一農業者等ごとの限度額は、次のとおりと の一農業者等ごとの限度額は、次のとおりとする。

する。ただし、認定農業者以外の者にあっては、農 ただし、認定農業者以外の者にあっては、農業改良

業改良措置を実施するのに必要な経費（受託農作業 措置を実施するのに必要な経費の額の100分の80に

経費を含む。）の額の100分の80に相当する額と次 相当する額と次に掲げる額のいずれか低い額とす

に掲げる額のいずれか低い額とする。 る。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

２及び３ 略 ２及び３ 略

（農業者等貸付金の利率） （利率）

第７条 略 第６条 略

（農業者等貸付金の償還方法） （償還方法）

第８条 農業者等貸付金の償還は、償還期間が１年以 第７条 農業者等貸付金の償還は、償還期間が１年以

内の農業者等貸付金にあっては一時払の方法、その 内の農業者等貸付金にあっては一時払の方法、その

他の農業者等貸付金にあっては均等年賦支払の方法 他の農業者等貸付金にあっては均等年賦支払の方法



によるものとする。ただし、農業者等貸付金の貸付 によるものとする。ただし、農業者等貸付金の貸付

けを受けた者は、繰上償還をすることができる。 けを受けた者（以下この章において「借受者」とい

う。）は、繰上償還をすることができる。

（担保又は保証人）

第８条 農業者等貸付金の貸付けを受けようとする者

（以下この章において「貸付申請者」という。）は、

担保を提供し、又は連帯保証人を立てなければなら

ない。

２ 貸付申請者が農業者の組織する団体である場合に

は、その構成員のうち当該貸付けによって利益を受

ける者が連帯保証人とならなければならない。

（貸付けの申請）

第９条 貸付申請者は、次に掲げる事項を記載した申

請書に知事が必要と認める書類を添付して知事に提

出しなければならない。この場合において、当該申

請書の提出は、第３条第３項の規定による申請と併

せて行うものとする。

(１) 個人にあっては氏名及び住所、法人その他の

団体にあっては名称、主たる事務所の所在地及び

代表者の氏名

(２) 貸付けを受けようとする金額

(３) 担保及び連帯保証人の別並びに担保にあって

は、その種類

(４) 前３号に掲げるもののほか知事が必要と認め

る事項

（貸付けの決定）

第10条 知事は、前条の規定による申請書の提出を受

けたときは、速やかにこれを審査し、貸し付けるこ

とが適当であると認めたときは、貸付けの決定を行

うものとする。

２ 知事は、前項の規定により貸付けの決定をしたと

きは、その旨を貸付申請者に通知するものとする。

貸付けをしないと決定したときも、同様とする。

（借用証書）

第11条 前条第１項の規定により貸付けの決定を受け

た者は、農業改良資金借用証書（様式第１号）を知

事に提出しなければならない。

（事業内容の変更）

第12条 借受者は、農業者等貸付金の貸付けの対象と

なる事業（以下この章において「貸付対象事業」と



いう。）の内容の変更（知事が定める軽微な変更を

除く。）をしようとするときは、農業改良資金事業

内容変更承認申請書（様式第２号）を知事に提出し、

その承認を受けなければならない。

（事業の中止等）

第13条 借受者は、貸付対象事業を中止し、又は廃止

しようとするときは、農業改良資金事業中止等承認

申請書（様式第３号）を知事に提出し、その承認を

受けなければならない。

（事業未完了の報告）

第14条 借受者は、貸付金の貸付け後３月以内（別表

第２号、第３号、第７号、第８号及び第11号に掲げ

る資金のうち、当該期間内に当該資金に係る事業を

完了することが困難であるものとして知事が定める

もの（第35条において「特定資金」という。）にあ

っては、第３条第１項の計画に定める完了期限まで）

に貸付対象事業を完了することができないときは、

農業改良資金事業未完了報告書（様式第４号）を知

事に提出しなければならない。

（事業完了の報告）

第15条 借受者は、貸付対象事業を完了したときは、

その日から30日以内に、農業改良資金事業完了報告

書（様式第５号）に当該貸付対象事業に係る支出の

目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支

出を証すべき書類を添付して知事に提出しなければ

ならない。

２ 別表第７号に掲げる資金の貸付けを受けた者は、

前項の報告書と併せて研修修了報告書（様式第６号）

を知事に提出しなければならない。

（報告の要求）

第16条 知事は、必要があると認めるときは、借受者

に対し貸付対象事業の実施状況等に関し報告をさせ

ることができる。

（指示）

第17条 借受者は、前３条の規定による報告に基づき

知事が農業者等貸付金の貸付けの目的を達成させる

ため必要な指示をしたときは、これに従わなければ

ならない。

（事業財産の処分等の制限）



第18条 借受者は、農業者等貸付金の全部を償還する

までの間は、貸付対象事業により取得し、又は効用

の増加した財産を農業者等貸付金の貸付けの目的に

反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担

保に供してはならない。ただし、知事の承認を受け

たときは、この限りでない。

２ 前項ただし書の承認を受けようとする者は、農業

改良資金事業財産処分等承認申請書（様式第7号）

を知事に提出しなければならない。

（一時償還）

第19条 知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当

する場合には、第５条第３項及び第７条の規定にか

かわらず、当該借受者に対し、農業者等貸付金の全

部又は一部につき、支払期日前の一時償還を請求す

ることができる。

(１) 農業者等貸付金を貸付けの目的以外の目的に

使用したとき。

(２) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを

受けたとき。

(３) 償還金の支払を怠ったとき。

(４) 債権の保全が著しく困難になるおそれがある

と認められるとき。

(５) 前各号に掲げる場合のほか、正当な理由なく

貸付けの条件に違反したとき。

（支払の猶予）

第20条 知事は、次に掲げる理由により農業者等貸付

金の償還が著しく困難であると認められる場合に

は、償還金の支払を猶予することができる。

(１) 災害

(２) 借受者（法人その他の団体であるときは、そ

の団体を構成する農業者）又はその者と住居及び

生計を一にする親族の死亡、疾病又は負傷

（支払猶予の申請）

第21条 前条の規定による償還金の支払の猶予を受け

ようとする者（次条において「猶予申請者」という。）

は、支払期日の30日前までに農業改良資金支払猶予

申請書（様式第８号）に支払の猶予を必要とする理

由を証明する書類を添付して知事に提出しなければ

ならない。

（支払猶予の決定）

第22条 知事は、前条の申請書の提出を受けたときは、



速やかにこれを審査し、支払の猶予をすることが適

当であると認めたときは、支払の猶予の決定を行う

ものとする。

２ 知事は、前項の規定により支払の猶予の決定をし

たときは、その旨を猶予申請者に通知するものとす

る。支払を猶予しないと決定したときも、同様とす

る。

（違約金）

第23条 知事は、借受者が支払期日までに償還金又は

第19条の規定により一時償還をすべき金額を支払わ

なかった場合には、延滞金額につき年12.25パーセ

ントの割合をもって支払期日の翌日から支払当日ま

での日数により計算した違約金を徴収するものとす

る。

２ 知事は、第19条第１号、第２号又は第５号に該当

したこと（同条第５号に該当した場合にあっては、

知事が別に定める重要な条件に違反した場合に限

る。）を理由として同条の規定により借受者に貸付

金の一時償還の請求をした場合には、当該一時償還

に係る金額につき年12.25パーセントの割合をもっ

て貸付けの日から支払期日までの日数により計算し

た違約金を徴収するものとする。

３ 前２項に定める違約金の額の計算につきこれらの

規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む
じゆん

期間についても、365日当たりの割合とする。

（事務の委託）

第24条 知事は、農業者等貸付金の貸付けに係る債権

についての保全及び取立てに関する事務を鳥取県信

用農業協同組合連合会に委託する。

第３章 融資機関貸付金

（貸付け）

第25条 県は、予算の範囲内において、前章の規定に

準じて農業者等に対する農業改良資金の貸付けを行

う融資機関に対し、当該貸付けに必要な資金を貸し

付けるものとする。

（融資機関貸付金の償還期間等） （償還期間等）

第９条 第５条の規定により県が融資機関に貸し付け 第26条 前条の規定により融資機関に貸し付けられる

る資金（以下「融資機関貸付金」という。）の償還 資金（以下「融資機関貸付金」という。）の償還期

期間は13年以内とし、据置期間は６年以内とする。 間は13年以内とし、据置期間は６年以内とする。こ

この場合において、償還期間には、据置期間を含む の場合において、償還期間には、据置期間を含むも



ものとする。 のとする。

（融資機関貸付金の利率） （利率）

第10条 略 第27条 略

（融資機関貸付金の償還方法） （償還方法）

第11条 略 第28条 略

（担保） （担保）

第12条 略 第29条 略

（貸付けの申請） （貸付けの申請）

第13条 略 第30条 略

２ 前項の申請書には、貸付申請者から農業改良資金 ２ 前項の申請書には、貸付申請者から農業改良資金

の貸付けを受けようとする者から提出された当該貸 の貸付けを受けようとする者から提出された当該貸

付けに係る申請書の写しその他要領で定める書類を 付けに係る申請書の写しその他知事が必要と認める

添付しなければならない。 書類を添付しなければならない。

（貸付けの決定） （貸付けの決定）

第14条 略 第31条 略

（借用証書） （借用証書）

第15条 前条第１項の規定により貸付けの決定を受け 第32条 前条第１項の規定により貸付けの決定を受け

た者は、融資機関貸付金借用証書（様式第１号）に た者は、融資機関貸付金借用証書（様式第９号）に

次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければな 次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければな

らない。 らない。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

（事業内容の変更） （事業内容の変更）

第16条 借受者は、融資機関貸付金の貸付けの対象と 第33条 借受者は、融資機関貸付金の貸付けの対象と

なる農業改良資金の貸付事業（次条及び第20条にお なる農業改良資金の貸付事業（次条において「貸付

いて「貸付事業」という。）の内容の変更（要領で 事業」という。）の内容の変更（知事が定める軽微

定める軽微な変更を除く。）をしようとするときは、 な変更を除く。）をしようとするときは、融資機関

融資機関貸付金貸付事業内容変更承認申請書（様式 貸付金貸付事業内容変更承認申請書（様式第10号）

第２号）に変更をしようとする理由を証明する書類 に変更をしようとする理由を証明する書類を添付し

を添付して知事に提出し、その承認を受けなければ て知事に提出し、その承認を受けなければならない。

ならない。

（事業の中止等） （事業の中止等）

第17条 借受者は、貸付事業を中止し、又は廃止しよ 第34条 借受者は、貸付事業を中止し、又は廃止しよ

うとするときは、融資機関貸付金貸付事業中止等承 うとするときは、融資機関貸付金貸付事業中止等承

認申請書（様式第３号）に中止又は廃止をしようと 認申請書（様式第11号）に中止又は廃止をしようと

する理由を証明する書類を添付して知事に提出し、 する理由を証明する書類を添付して知事に提出し、

その承認を受けなければならない。 その承認を受けなければならない。



（対象事業の未完了の報告） （対象事業の未完了の報告）

第18条 借受者は、借受農業者等が借受者の農業改良 第35条 借受者は、借受農業者等が借受者の農業改良

資金の貸付け後３月以内（別表２の項、３の項、７ 資金の貸付け後３月以内（特定資金にあっては、第

の項、８の項及び11の項に掲げる資金のうち、当該 ３条第１項の計画に定める完了期限まで）に当該農

期間内に当該資金に係る事業を完了することが困難 業改良資金の貸付けの対象となる事業（次条におい

であるものとして要領で定めるものにあっては、農 て「対象事業」という。）を完了することができな

業改良措置計画に定める完了期限まで）に当該農業 いときは、その旨を知事に報告しなければならない。

改良資金の貸付けの対象となる事業（次条において

「対象事業」という。）を完了することができない

ときは、その旨を知事に報告しなければならない。

（対象事業の完了の報告） （対象事業の完了の報告）

第19条 借受者は、借受農業者等が対象事業を完了し 第36条 借受者は、借受農業者等が対象事業を完了し

たときは、速やかに融資機関貸付金対象事業完了報 たときは、速やかに融資機関貸付金対象事業完了報

告書（様式第４号）に借受農業者等から提出された 告書（様式第12号）に借受農業者等から提出された

対象事業を完了した旨の報告書の写しを添付して知 対象事業を完了した旨の報告書の写しを添付して知

事に提出しなければならない。 事に提出しなければならない。

（報告の要求）

第20条 知事は、必要があると認めるときは、借受者

に対し、貸付事業の実施状況等に関し報告を求める

ことができる。

（指示）

第21条 借受者は、前３条の規定による報告に基づき

知事が融資機関貸付金の貸付けの目的を達成させる

ため必要な指示をしたときは、これに従わなければ

ならない。

（一時償還）

第22条 知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当

する場合には、第９条及び第11条の規定にかかわら

ず、当該借受者に対し、融資機関貸付金の全部又は

一部につき、支払期日前の一時償還を請求すること

ができる。

(１) 融資機関貸付金を貸付けの目的以外の目的に

使用したとき。

(２) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを

受けたとき。

(３) 償還金の支払を怠ったとき。

(４) 債権の保全が著しく困難になるおそれがある

と認められるとき。

(５) 前各号に掲げる場合のほか、正当な理由なく

貸付けの条件に違反したとき。



（支払の猶予） （支払の猶予）

第23条 略 第37条 略

（支払猶予の申請） （支払猶予の申請）

第24条 前条の規定による償還金の支払の猶予を受け 第38条 前条の規定による償還金の支払の猶予を受け

ようとする者は、支払期日の30日前までに融資機関 ようとする者は、支払期日の30日前までに融資機関

貸付金支払猶予申請書（様式第５号）に支払の猶予 貸付金支払猶予申請書（様式第13号）に支払の猶予

を必要とする理由を証明する書類を添付して知事に を必要とする理由を証明する書類を添付して知事に

提出しなければならない。 提出しなければならない。

（支払猶予の決定）

第25条 知事は、前条の申請書の提出を受けたときは、

速やかにこれを審査し、支払の猶予をすることが適

当であると認めたときは、支払の猶予の決定を行う

ものとする。

２ 知事は、前項の規定により支払の猶予の決定をし

たときは、その旨を猶予申請者に通知するものとす

る。支払を猶予しないと決定したときも、同様とす

る。

（違約金）

第26条 知事は、借受者が支払期日までに償還金又は

第22条の規定により一時償還をすべき金額を支払わ

なかった場合には、延滞金額につき年12.25パーセ

ントの割合をもって支払期日の翌日から支払当日ま

での日数により計算した違約金を徴収するものとす

る。

２ 知事は、第22条第１号、第２号又は第５号に該当

したこと（同条第５号に該当した場合にあっては、

知事が別に定める重要な条件に違反した場合に限

る。）を理由として同条の規定により借受者に貸付

金の一時償還の請求をした場合には、当該一時償還

に係る金額につき年12.25パーセントの割合をもっ

て貸付けの日から支払期日までの日数により計算し

た違約金を徴収するものとする。

３ 前２項に定める違約金の額の計算につきこれらの

規定に定める年当たりの割合は、うるう年の日を含

む期間についても、365日当たりの割合とする。

（準用）

第39条 第16条、第17条、第19条、第22条及び第23条

の規定は、融資機関貸付金について準用する。

第３章 雑則 第４章 雑則



第27条 略 第40条 略

第２条 鳥取県農業改良資金貸付規則の一部を次のように改正する。

別表を次のように改める。

別表（第５条、第18条関係）

農 業 改 良 資 金 の 種 類 貸付対象者

１ 施設の改良、造成又は取得に必要な資金 農業者等

２ 永年性植物の植栽又は育成に必要な資金

３ 家畜の購入又は育成に必要な資金

４ 農地又は採草放牧地の排水改良、土壌改良その他作付条件の整備に必要な資金

５ 農地又は採草放牧地（農地又は採草放牧地とする土地を含む。）について農産物の生産の用

に供するための賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を取得する場合

において、権利金を支払い、又は当該権利の存続期間に対する対価の全額を一時に支払うの

に必要な資金

６ 農機具、運搬用機具その他の農業経営の改善を図るのに必要な施設について賃借権を取得

する場合において、当該賃借権の存続期間に対する借賃の全額を一時に支払うのに必要な資

金

７ 能率的な農業の技術又は経営方法を習得するための研修を受けるのに必要な資金

８ 品種の転換を行うのに必要な資金 認定農業者及び集

落営農組織

９ 農畜産物の需要を開拓するための新たな農畜産物の加工品等の調査及び開発並びに通信・ 認定農業者

情報処理機材の取得に必要な資金

10 営業権、商標権その他の無形固定資産の取得又は研究開発費その他の繰延資産に計上し得

る費用に充てるのに必要な資金

11 前各項に掲げるもののほか、農業経営の改善によって必要となる農薬費、資材費、雇用に 認定農業者、集落

要する費用並びに機械及び施設の修理費（農業改良措置の導入の初期的段階に係る経費に限 営農組織及び特定

る。）に充てるのに必要な資金 認定農業者

様式第１号から様式第８号までを削る。

様式第９号中「第32条関係」を「第15条関係」に改め、同様式を様式第１号とする。

様式第10号中「第33条関係」を「第16条関係」に、「鳥取県農業改良資金貸付規則第33条」を「鳥取県農業

改良資金貸付規則第16条」に改め、同様式を様式第２号とする。

様式第11号中「第34条関係」を「第17条関係」に、「鳥取県農業改良資金貸付規則第34条」を「鳥取県農業

改良資金貸付規則第17条」に改め、同様式を様式第３号とする。

様式第12号中「第36条関係」を「第19条関係」に、「鳥取県農業改良資金貸付規則第36条」を「鳥取県農業

改良資金貸付規則第19条」に改め、同様式を様式第４号とする。

様式第13号中「第38条関係」を「第24条関係」に、「鳥取県農業改良資金貸付規則第38条」を「鳥取県農業

改良資金貸付規則第24条」に改め、同様式を様式第５号とする。

（鳥取県事務処理権限規則の一部改正）

第３条 鳥取県事務処理権限規則（平成８年鳥取県規則第32号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）に対応する同表の

改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該



改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削

り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第３条、第４条、第５条、第６条、第８条、第11条関係） 別表第２（第３条、第４条、第５条、第６条、第８条、第11条関係）

個別事項に係る事務処理権限 個別事項に係る事務処理権限

事 項 事務処理権限の区分 事 項 事務処理権限の区分
所 所

属 専 決 権 者 委任決裁権者 地方機関の 属 専 決 権 者 委任決裁権者 地方機関の
長 の 名 称 長 の 名 称

名 種 類 内 容 知事 名 種 類 内 容 知事
地方機関 地方機関 地方機関 地方機関

部長課長 部長課長 部長課長 部長課長
の長 の長 の長 の長

略 略

経一～三 略 経一～三 略

営 営

支四 鳥取県農１ 同規則第３条第 ○ 支四 鳥取県農１ 同規則第24条の ○

援 業改良資金 １項の規定による 援 業改良資金 規定による貸付金

課 貸付規則 農業改良資金の貸 課 貸付規則 の貸付けに係る債

(平成14年 付けを受けること (平成14年 権についての保全

鳥取県規則 が適当である旨の 鳥取県規則 及び取立てに関す

第96号)に 認定 第96号)に る事務の委託

基づく知事 基づく知事

の権限に属 の権限に属

する事務 する事務

四の二 鳥取１ 同規則附則第３ ○

県農業改良 項の規定による貸

資金貸付規 付金の貸付けに係

則等の一部 る債権についての

を改正する 保全及び取立てに

規則(平成 関する事務の鳥取

19年鳥取 県信用農業協同組

県規則第25 合連合会への委託

号)に基づ

く知事の権

限に属する

事務

五～十六 略 五～十六 略

略 略

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第１条中第３条第１項の改正は、平成19年４月１日から施行

する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現に改正前の鳥取県農業改良資金貸付規則（以下「旧規則」という。）の規定により貸

し付けている資金については、なお従前の例による。

（事務の委託）

３ 前項の規定にかかわらず、知事は、この規則の施行の際現に旧規則第４条第１項の規定により貸し付けてい

る農業改良資金に係る債権の保全及び取立てに関する事務を、鳥取県信用農業協同組合連合会又は債権回収会

社（債権管理回収業に関する特別措置法（平成10年法律第126号）第２条第３項に規定する債権回収会社をい

う。）に委託することができる。


